
お問い合わせ・お申し込みは最寄りの障害者就業・生活支援センターまでお願いします

県では、障害のある方の就労機会を拡大するため、企業での職場実習（短期的な就業体験）

を支援しています。

県は、職場実習の受け入れにご協力いただく企業に実習日数に応じた協力費を支給するとと

もに、実習者を被保険者とした傷害保険料を負担し、手当を支給します。

手続きは、障害者就業・生活支援センターが窓口となって行います。

新潟県障害者職場実習受入促進事業とは

雇用前に働く様子を見ることで、
適した仕事や課題など、雇用の見
通しや必要な配慮が判断できます。

企業のメリット

仕事への適性や、体力面などの見

極めを行うことで、就職に向けた
不安を解消できます。

- 雇用（職場定着）にあたっては、事前に職場実習を行うことが効果的です -

本人のメリット

＜手続き窓口＞

障害者就業・生活支援センター
アシスト・らいふあっぷ・ハート・こしじ

あおぞら・さくら・あてび

企業での職場実習

・原則として実習期間は

１週間～１ヶ月
・企業、実習者の状況に応じて実施

受 入 企 業

・傷害保険加入

・手当支給
（700円/日）実習の

受け入れ 登録
・相談

実 習 者

職場実習の流れ

・協力費の支給
（1,000円/日）




